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病院機能再編・連携強化支援事業業務仕様書（案） 

 

 

この業務仕様書は、県が行う病院機能再編・連携強化支援事業業務（以下「本業務」という。）を委託

するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務名 

病院機能再編・連携強化支援事業業務 

 

２ 業務の目的 

質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の整備を進めるため、県において、地域医療構想に沿っ

た病院機能の見直しや病院間の連携強化に取り組む病院を支援し、医療機関間の更なる役割分担と連

携を推進するとともに、医療機関間の更なる役割分担と連携を推進するためのデータ分析事業を実施

する。 

 

３ 委託期間 

契約日から令和９年（2027年）３月 19日（金）まで 

 

４ 業務内容 

（１）県内病院の医療提供状況等分析業務 

  ①県内病院の医療提供状況等分析業務 

   ・ （ア）及び（イ）のデータ分析を実施すること。 

 （ア）構想区域の地区診断 

      県内の構想区域（二次医療圏）ごとに、５疾病、救急医療や在宅医療等に関する医療

提供体制の現状における分析と将来の医療需要推計を行い、現状と将来を踏まえた地域

の課題分析を実施 

 （イ）その他、県内の医療関係者の意見等を踏まえ必要と考えられる分析 

・ データ分析に当たっては、県から提供する以下のデータを活用することとし、それ以外のデ

ータについては受託者において入手すること。 

    【県から提供するデータ】 

➢ 県レセプトデータベース（全国健康保険協会長野支部から入手した平成 29 年度から令

和３年度分の電子レセプトデータ、長野県国民健康保険連合会から入手した平成 29 年

度から令和６年度分の電子レセプトデータ、介護レセプトデータ及び特定健診データが

搭載されているデータベース） 

➢ 医療計画作成支援データブックに搭載されている各種統計データ 

➢ 病床機能報告・外来機能報告データ 

➢ かかりつけ医機能報告データ 

➢ 医療機能提供情報報告データ 

➢ 各医療機関の 2025年における対応方針 
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➢ その他（分析内容に応じて提供） 

 

  ②研修会の開催 

   ・ 病院機能再編・連携強化に取り組む病院の増加につながるよう、県内病院等を対象とした研 

修会の企画提案を行うこと。なお、企画提案に当たっては、「地域医療構想に係る医療機関向け

勉強会実施要領」（令和５年１月 16日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡別紙）を

踏まえ、県内の金融機関と連携した研修会を企画提案すること。 

   ・ 研修会は対面とオンラインのハイブリッド形式を原則とし、Web 会議システム等を利用した

ミーティングルームの設定、会場の手配、当日の準備及び司会進行等を行うこと。情報セキュ

リティも考慮した上で、県内病院関係者が誰でも聞くことができるようにするとともに、質疑

応答できるように開催すること。併せて、後日動画配信できるようにすること。（研修会の資料

及び動画については、県ホームページ上で公開する。） 

   ・ 研修会資料、議事次第等を作成すること。作成に当たっては、県と調整のうえ、配色、文章

構成等見やすく理解しやすい資料とすること。 

   ・ 県が認めた様式により対象者へアンケート（満足度や機能再編の意向の有無の調査）を実施 

し、速やかに集計結果を県へ提出すること。 

 

  ③地域医療構想調整会議等における説明用資料の作成 

   ・ ①及び②で実施したデータ分析の内容について、地域医療構想調整会議等において説明する

ための資料を作成すること。資料の作成に当たっては、関係者が県内の医療提供体制の状況等

を把握する際に分かりやすく、かつ、有用な資料となるよう必要な工夫を行うこと。その際、

県の指示があった場合には、これに従って作成すること。 

 

（２）医療機関機能の強化を図るために機能再編を行う病院への支援業務 

   新たな地域医療構想における医療機関機能を強化するため、機能再編を行う県内病院を支援する

ため、以下の①～③の業務を行うこと。①～③の業務は連動して進めること。 

  【①～③共通事項】 

   ・ 業務に当たっては、仕様書４（１）の分析結果、病院からの提供データ、県から提供するデ

ータ等を活用し、地域医療構想をはじめとした県の医療政策の方向性を踏まえつつ、中長期的

な視点での支援を行うこと。 

   ・ 病院との打合せは最低３回（初回・中間・最終）実施するものとし、それ以外にもヒアリン

グを行うなど病院の意向をこまめに確認しつつ、業務を進めること。 

   ・ 本業務は、県が募集、選定した病院に対して実施すること。（募集・選定に関する事務は県が

行う。） 

   ・ なお、県が病院を選定するにあたっては、選定の参考となる指標等を積極的に提案すること。 

 

  ①個別経営コンサルティング 

・ 機能再編を検討する病院に対し、県の医療政策の方向性に沿った機能再編案の提示及び機能

再編後の将来収支シミュレーションを行うこと。 
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・ 「機能再編案」とは、中長期的に病院にとって有用とされる機能再編の案をいい、仕様書４

（１）の内容を踏まえ作成したものをいう。 

・ 機能再編案は、国や県の地域医療構想に沿った内容とすること。なお、案の作成にあたって

は、事前に県と協議すること。 

・ 機能再編案の作成に際しては、病院経営の継続性、持続性を考慮し、機能転換や減床により

病院収入に減少があった場合でも一定の利益を確保できる機能再編案とすること。 

・ 機能再編案の作成に際しては、関係者との意見交換の場を設けるなど、病院等関係者の意向

を確認した上で行うこと。 

・ 機能再編案は、客観的データに基づき実現可能性・納得性のあるものとし、１病院につき２

パターン以上の案を提示すること。 

・ 機能再編案の作成に当たっては、少なくとも、以下の病床区分ごとの病床数を提示し、病院

が内容を検討する際に分かりやすく、かつ、有用な資料となるよう必要な工夫を行うこと。 
 

【機能再編案の病床区分】 

病床機能報告における「高度急性期」「急性期」「包括期」「慢性期」に区分すること。 

■病床機能報告における医療機能       

区 分 内  容 

高度急性期 
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて診療密度が特に高い

医療を提供する機能 

急性期 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて医療を提供する機能 

包括期 

高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリ等を

行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供する機能 

急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーショ

ンを提供する機能                      等 

慢性期 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

 

・ 機能再編案を踏まえた新たな地域医療構想での医療機関機能を踏まえた病院の医療機能案に

ついても提示すること。 

【提案する医療機関機能】 

医療機関機能報告における「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「急性期 

拠点機能」「専門等機能」に区分すること。 

■医療機関機能報告における医療機能       

区 分 内  容 

高齢者救

急・地域急

性期機能 

高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて

専門病院や施設等と協力･連携しながら、入院早期からのリハビリ･退院

調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリ等の提供を確保

する。 

在宅医療等

連携機能 

地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問

介護等と連携した 24時間の対応や入院対応を行う。 

急性期拠点
地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよ

う、手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提
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機能 供を行う。 

専門等機能 

上記の機能にあてはまらない、集中的なリハビリテーション、高齢者

等の中長期にわたる入院医療機能、有床診療所の担う地域に根ざした診

療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療を行う。 

・ 「医療機関機能の案」とは、中長期的に病院にとって有用とされる案をいい、仕様書４（１）

の内容を踏まえ提案したものをいう。 

・ 収支シミュレーションについては、機能再編を行わなかった場合及びそれぞれの機能再編案

ごとに行うこと。 

・ 収支シミュレーション提示に当たっては、病院が内容を検討する際に分かりやすく、かつ、

有用な資料となるよう必要な工夫を行うこと。 

・ 収支シミュレーションの実施に当たっては、直前の決算状況を踏まえ、診療報酬については

最新の改訂の内容を反映すること。 

 

  ②機能再編プラン作成支援業務 

・ 本業務は、①の個別経営コンサルティングにより提示した機能再編案に基づき機能再編を行

う病院のうち、②の支援を希望する病院に実施すること。具体的には、①により提示した案を

ベースとして、病院の実情や地域における役割等を踏まえた機能再編の内容及び機能再編に向

けた人員配置や施設設備整備等機能再編に際し病院において必要となる対応策を記載した機

能再編プランの作成支援を行い、病院からの希望に応じて病院組織内の意思決定支援を行うこ

と。 

・ 本事業の実施に当たっては、病院へのヒアリングを行うなど病院の意向を十分に踏まえた上

で行うこと。 

・ 機能再編プランとは、病院が今後地域において担う機能、役割を担うために実施する機能再

編の具体的な方向性を示すものをいう。 

・ 機能再編プランは、病院の意向を反映し作成するものとし、基本的には、急性期病床から回

復期（包括期）病床中心への移行、あるいは稼働病床数の 10％（小数点以下切り捨て）以上の

削減を要件とすること。また、機能再編後に病院が地域において担う機能、病床区分ごとの病

床数、将来収支、機能再編に際し病院において必要となる対応策等（人員配置、施設整備、資

金調達等）、おおまかなスケジュールについて明示すること。 

・ 機能再編プランの作成支援に当たっては、病院の現状（規模、病床の構成、人員配置、施設

基準取得状況等）の把握に努め、今後地域で求められる役割を十分考慮すること。 

・ 機能再編プランは、県と協議の上作成し、作成した機能再編プランは、地域医療構想調整会

議その他これに類する会議の意見を聴くこと。また、必要に応じ、調整会議等に受託者も出席

すること。ただし、プラン作成後契約終了日までに調整会議等が開催されない場合は、機能再

編プランの資料完成をもって本業務が完了したものとみなす。 

・ 調整会議等により修正が必要とされた場合は、その内容につき必要な修正を行うこと。 

 

  ③機能再編実行計画支援 

   ・ 本業務は、②の業務により支援した病院のうち、③の支援を希望する病院に実施すること。



5 

 

具体的には、病院が機能再編を行うための具体的手順を示した機能再編実行計画の作成支援を

行うこと。 

・ 機能再編実行計画とは、機能再編プランを実現するにあたっての具体的な手順を示すもので

あり、計画には、人員配置計画や施設整備等のスケジュール等を明示すること。 

・ 機能再編実行計画の作成支援に当たっては、対象病院の意向を丁寧に聴取し、実行可能な内

容、スケジュールとすること。 

 

  ④業務報告書の作成 

   ①～③の業務内容について報告書を作成すること。 

 

（３）病院間連携の強化を行う病院への支援業務 

  ①病院間連携の支援（複数の医療機関間の連携） 

・ 本業務は、県が募集、選定した病院につき実施することとする。 

（ア）連携方法の検討支援 

➢ 連携を指向する病院の連携課題に対し関係資料の収集及び分析を実施し、実行可能な連 

携方法の具体案を提示すること。 

➢ 具体案の提示に際しては、当該地域の現在の連携状況や医療提供体制を熟慮し、地域全 

体として最適となる連携体制の構築を主眼とすること。 

（イ）連携協議の支援 

➢ （ア）で提示した連携体制を実現するために、対象となる複数病院が協議する場を設定 

し、協議の場に出席した上で病院間の協議を支援すること。協議の場においては、各病院 

が連携の必要性や実現性、病院運営上のメリットや経営的なメリットを共有できるよう工 

夫すること。また、協議に必要な資料の作成を行うこと。 

（ウ）連携体制の構築 

➢ （イ）において複数病院で共有した連携構築案の実現に向けて、病院間の連携協定締結 

や共通ルールの策定等、具体的な体制作りを支援すること。 

  

②業務報告書の作成 

①の業務の実施内容について報告書を作成すること。 

 

５ 想定スケジュール 

  別添のとおり 

 

６ 業務完了報告及び成果物 

  業務完了後、速やかに業務完了報告書を作成し、以下の成果品を添付のうえ、３部及び電子媒体（エ

クセル、ワード、ＰＤＦ等）一式を県に提出すること。 

ア ４（１）①に規定するデータ分析結果 

イ ４（１）②に規定する研修会資料 

ウ ４（１）③に規定する地域医療構想調整会議等における説明用資料 
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エ ４（２）④に規定する業務報告書 

オ ４（３）②に規定する業務報告書 

  ※なお、ア～ウの資料については、当課において、コピー＆ペーストや体裁の修正が可能な電子媒 

体にて提出すること。 

 

７ 契約の変更 

契約の変更については、委託者と受託者の協議により定めるものとする。 

 

８ 疑義について 

仕様書に記載のない事項や業務内容の変更等の疑義が生じた場合は、県と受託者が協議して定める。 

 

９ その他留意事項 

（１）個人情報の保護については十分な注意を払い、流失・損失が生じないようにすること。 

（２）委託業務で取得した情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外には絶対に使用し

ないこと。 

（３）今回の業務委託により制作される成果品の著作権、所有権、利用権等、その他一切の権利は長野

県に帰属するものとする。 

また、成果品の一部に第三者が権利を有する著作物等を使用した場合は、所有権、著作権、利用

権等に関しては必要な手続きを行い、使用料等の負担及び責任は受託者において負うものとする。 
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（別添） 

想定スケジュール 
 

（１）県内病院の医療提供状況等分析業務 

内 容 実施主体 時 期 

分析項目の検討・決定、分析開始 受託者 ６月中 

分析完了・検証 受託者 ６月下旬～３月中旬 

研修会 受託者 必要に応じて随時 

地域医療構想調整会議へ提示する分
析結果に係る資料作成 

受託者 必要に応じて随時 

地域医療構想調整会議への提示 県 必要に応じて随時 

 

（２）機能再編を行う病院への支援業務  

内 容 実施主体 時 期 

対象病院募集 県 契約日～６月下旬 

対象病院選定 県 ７月上旬 

個別経営コンサルティング 受託者 ７月上旬～12 月下旬 

機能再編プラン作成支援 

（個別経営コンサルティング支援を受け

た医療機関から希望があった場合） 

受託者 10 月上旬～12 月下旬 

機能再編実行計画支援 

（機能再編プラン作成支援を受けた医療

機関から希望があった場合） 

受託者 １月中旬～３月中旬 

 

（３）病院間連携の強化を行う病院への支援業務 

内 容 実施主体 時 期 

対象病院募集 県 契約日～６月下旬 

対象病院選定 県 ７月上旬 

病院間連携の支援業務 受託者 ７月上旬～３月中旬 

 


